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 重要事項説明書 

 

介護老人保健施設コミュニティホーム八雲のご案内 

 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

・法人名      社会福祉法人 渓仁会 

・施設名      介護老人保健施設コミュニティホーム八雲 

・開設年月日    平成１０年４月２８日 

・所在地      北海道二海郡八雲町栄町１３番地１ 

・電話番号     0137－65－2000  FAX番号  0137－63－2085 

・管理者名     施設長 俣野 順 

・介護保険指定番号  ０１５１５８００３２ 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

介護老人保健施設の目的と運営方針 

介護老人保健施設は看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その

他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、

入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭で

の生活に戻ることができるように支援すること、また、利用者の方が居宅での生活

を１日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)や

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)、訪問リハビリテーシ

ョン(介護予防訪問リハビリテーション)といったサービスを提供し、在宅ケアを支

援することを目的とした施設です。 

 

（３）訪問リハの職員体制 

 

・管理者（医師） １人 老健(兼務) 

・リハビリ職員 ７人 老健(兼務) 

 

２．サービス内容 

  訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）計画に基づき、利用者

の居宅において理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行

うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が１日でも長く居宅での

生活を維持できるよう努めます。 

 

３．営業日・営業時間 

① 平日、月曜日～金曜日 （祝日・１２月３０日～１月３日を除く） 

② ９時００分～１７時００分 

 

４．通常のサービス提供地域 

  ・八雲町（旧八雲町地区） 
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５．協力医療機関等 

当施設では下記の医療機関に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、

速やかに対応をお願いするようにしております。 

・協力医療機関 

・名 称 八雲総合病院 

・住 所 二海郡八雲町東雲町５０ 

 

６．サービス利用にあたっての禁止事項 

 ①職員に対する営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動。 

 ②職員に対する暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。 

 ③パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。 

  （パワーハラスメント例） 

   ・物を投げつける、叩く、蹴る、手を払いのける、唾を吐く、服を引きちぎる 等。 

   ・怒鳴る、奇声、大声、恫喝、威圧的な態度、理不尽な要求 等。 

  （セクシャルハラスメント例） 

   ・必要もなく体を触る、ヌード写真を見せる、性的な話をする、手を握る 等。 

 ④無断で職員の写真や動画を撮影すること、また、無断で録音等を行うこと。 

 ⑤その他前各号に準ずる行為。 

 

７．要望及び苦情等の相談 

事業者には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相

談ください。（電話０１３７－６５－２０００） 

要望や苦情などは、担当支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたします

が、施設に備えつけられた「投書箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただ

くこともできます。なお第三者委員に直接苦情を申し出る事も出来ます。 

当事業所以外に、八雲町役場･国民健康保険団体連合会等の相談･苦情窓口、および当

法人の第三者委員に苦情を伝えることができます。 

１ 八雲町役場保健福祉課介護保険係          ０１３７－６４－２１１１      

２ 北海道国民健康保険団体連合会          ０１１－２３１－５１６１ 

３ 北海道福祉サービス運営適正化委員会       ０１１－２０４－６３１０   

４ 奥田 龍人（第三者委員 NPO法人シーズネット）    ０１１－７１７－６００１ 

５ 大能 文昭（第三者委員 札幌市中央区社会福祉協議会）０１１－２８１－６１１３ 
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訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション) 

            

１．介護保険証の確認 

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

２．訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)についての概要 

要介護者及び要支援者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅介護サー

ビス計画に基づき、事業者を一定期間ご利用いただき、理学療法士、作業療法士などが

利用者の関節拘縮の予防、筋力・体力・バランスの改善を図る為にご自宅に訪問し機能

訓練が行われます。このサービスを提供するにあたっては医師の診療に基づき、利用者

の病状、心身状況、日常生活全般の状況を踏まえて、訪問リハビリテーション(介護予防

訪問リハビリテーション)計画が作成されますが、その際、利用者・身元引受人（ご家族）

の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。 

 

３．訪問リハビリテーション利用料金  

（※下記料金は１割負担の料金になります。２割及び３割負担対象者は下記料金に２ま

たは３を乗じた額の料金となります） 

 

（１）基本サービス費（１単位２０分の場合の自己負担分)     ３０７円／単位 

※ただし、利用開始から１年を超えた場合は１単位につき５円減額 

 

（２）加算料金 

① サービス提供体制強化加算Ⅰ                ６円／単位 

② 短期集中リハビリテーション実施加算                  ２００円／日 

  ③ リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）イ       １８０円／月 

    リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）ロ       ２１３円／月 

    リハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）イ       ４５０円／月 

    リハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）ロ       ４８３円／月 

  ④ 特別地域訪問リハビリテーション加算       月の総額×１５％／月 

  ⑤ 移行支援加算                       １７円／日 

     

４.介護予防訪問リハビリテーション利用料金 

（※下記料金は１割負担の料金になります。２割及び３割負担対象者は下記料金に２ま

たは３を乗じた額の料金となります） 

 

（１）基本サービス費（１単位２０分の場合の自己負担分)     ３０７円／単位 

 

（２）加算料金 

① サービス提供体制強化加算Ⅰ                ６円／単位 

② 事業所評価加算                     １２０円／月 

③ 短期集中リハビリテーション実施加算             ２００円／日 

  ④ 特別地域訪問リハビリテーション加算          月の総額×１５％／月 
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５.その他の料金（実費負担分） 

  ① サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者の負

担となります。 

② 通常サービス提供地域（旧八雲町）を越えた場合１ｋｍにつき２０円が加算され

ます。 

③ キャンセル料 

利用日の前日（１７：００まで）に連絡がなかった場合、利用者負担金の１００％

をいただきます。 

※ ただし、利用者の病状の急変、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。 

 

６．サービスの中止 

  本事業の地域特性による豪雨・降雪等の自然災害により通行規制や除雪状況により、

当日のサービス提供が困難な場合は利用者に対してご利用の中止をお願い致します。

この場合はサービス提供料の算定は致しません。  

 

７.支払い方法 

・毎月１０日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払い

ください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

・お支払い方法は、現金、銀行振込、金融機関口座自動引き落としの３方法があります。

契約時にお選びください。  


